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令和６年第１０回各務原市教育委員会会議録 

 

日時 令和６年９月１０日（火） 

午後３時００分開会 

午後３時３０分閉会 

場所 産業文化センター７階第１大会議室 

 

１ 出席委員 

教育長 丹羽 章、委員 大堀 憲、委員 林 ゆり、委員 小島 聡太郎、 

委員 松原 裕子 

 

２ 出席職員 

  （教育委員会事務局） 

事務局長 横山 直樹、 

参与（教育施設整備推進室長兼学校施設課長事務取扱） 牧田 洋之、 

次長兼総務課長 伊藤 恭啓、学校教育課長 奥村 篤、青少年教育課長 神田 香里、 

文化財課長 西村 勝広、スポーツ課 飯沼 利行 

 

３ 会議の書記 

教育委員会事務局総務課主幹 後藤 剛、教育委員会事務局総務課主任主事 砂川 雄哉 

 

４ 会議に付した案件 

議第３７号 

報第２６号 

報第２７号 

 

報第２８号 

令和６年度教育委員会表彰について 

（専決処分の承認）各務原市スポーツ推進委員の委嘱について 

（専決処分の承認）各務原市スポーツ推進計画策定委員会委員の委嘱又は任

命について 

（専決処分の承認）各務原市スポーツ推進計画策定に係る諮問について 

 

５ 開会 

教育長より、開会を宣言。 

 

６ 議事の概要 

（1） 議決事項 

議第３７号 令和６年度教育委員会表彰について 

 教 育 長 

総 務 課 長 

教 育 長 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

議第３７号を議題とします。担当課長の説明を求めます。 

（議第３７号について、資料により説明。） 

説明が終わりました。質問はありませんか。 

では、ご質問はないようですので、採決をいたします。議第３７号を原案通

り承認いただける委員の挙手をお願いします。 

（全委員挙手） 

全委員、異議なしと認め、議第３７号を原案通り承認いたします。 
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報第２６号 （専決処分の承認）各務原市スポーツ推進委員の委嘱について 

 教 育 長 

スポーツ課長 

教 育 長 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

報第２６号を議題とします。担当課長の説明を求めます。 

（報第２６号について、資料により説明。） 

説明が終わりました。質問はありませんか。 

では、ご質問はないようですので、採決をいたします。報第２６号を原案通

り承認いただける委員の挙手をお願いします。 

（全委員挙手） 

全委員、異議なしと認め、報第２６号を原案通り承認いたします。 

   

報第２７号 （専決処分の承認）各務原市スポーツ推進計画策定委員会委員の委嘱又は任命に

ついて 

 教 育 長 

スポーツ課長 

教 育 長 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

報第２７号を議題とします。担当課長の説明を求めます。 

（報第２７号について、資料により説明。） 

説明が終わりました。質問はありませんか。 

では、ご質問はないようですので、採決をいたします。報第２７号を原案通

り承認いただける委員の挙手をお願いします。 

（全委員挙手） 

全委員、異議なしと認め、報第２７号を原案通り承認いたします。 

   

報第２８号 （専決処分の承認）各務原市スポーツ推進計画策定に係る諮問について 

 教 育 長 

スポーツ課長 

教 育 長 

大 堀 委 員 

 

スポーツ課長 

 

 

大 堀 委 員 

 

 

スポーツ課長 

 

大 堀 委 員 

 

スポーツ課長 

 

大 堀 委 員 

教 育 長 

教 育 長 

 

報第２８号を議題とします。担当課長の説明を求めます。 

（報第２８号について、資料により説明。） 

説明が終わりました。質問はありませんか。 

過去の１０年と今後１０年で大きく変わるようなトレンドはありますでしょ

うか。 

これから策定を行いますが、アンケートで新たに加わった設問としては、「２

０２６年に愛知・名古屋アジア競技大会があるが知っているか」といったこ

とがあります。 

各務原市のスポーツ振興に関してだと思いますが、例えばこの１０年ホッケ

ーに力を入れてきて、今後１０年はこれに力を入れたい、というようなスポ

ーツ課としてビジョンはありますか。 

ホッケーに関していえば、これからも各大会や協会と協力しながら、大会を

誘致し、すそ野を広げられると良いと考えています。 

それに新総合体育館がどう影響してくるかという点についてはどうでしょう

か。 

ハード的なことについては、あまり取り上げておらず、ソフト事業について

アンケートを行っています。 

また進展があれば教えてください。 

ほかに質問はありませんか。 

では、ご質問はないようですので、採決をいたします。報第２８号を原案通

り承認いただける委員の挙手をお願いします。 
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教 育 長 

（全委員挙手） 

全委員、異議なしと認め、報第２８号を原案通り承認いたします。 

   

 

７ 閉会 

教育長より、閉会を宣言。 


